
 

 

 

 

 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 
過
日
の
二
月
十
七
日
の
月
曜

日
、
午
前
八
時
半
よ
り
祈
年
祭
（
き
ね
ん
さ
い
）
を
御

奉
仕
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

こ
の
祈
年
祭
は
、「
大
祭
式

（
た
い
さ
い
し
き
）」
と
い
う
重
儀
（
じ
ゅ
う
ぎ
）
の
式

次
第
等
に
の
っ
と
っ
て
斎
行
（
さ
い
こ
う
）
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
大
切
な
お
祭
り
で
す
。 

お
供
え
物
を
準

備
（
こ
れ
を
「
神
饌
弁
備
（
し
ん
せ
ん
べ
ん
び
）」
と
申

し
上
げ
ま
す
が
）
し
、
手
水
（
て
み
ず
）
等
の
準
備
を

整
え
、
い
ざ
、
着
装
（
ち
ゃ
く
そ
う
）
で
す
。 

白
衣

の
上
に
、
普
段
あ
ま
り
つ
け
な
い
「
単
（
ひ
と
え
）
を

重
ね
、
袴
も
前
と
後
ろ
の
長
さ
を
、「
前
上
が
り
」
に
な

る
よ
う
括
（
く
く
）
り
上
げ
る
奴
袴
（
ぬ
ば
か
ま
）、
さ

ら
に
、
神
職
の
位
階
（
い
か
い
）
に
よ
っ
て
服
の
色
が

異
な
る
の
で
、「
位
袍
（
い
ほ
う
）
と
も
言
う
「
袍
（
ほ

う
）」
を
ま
と
い
ま
す
。 

私
共
は
、
武
官
（
ぶ
か
ん
）

や
少
年
用
で
あ
る
闕
腋
袍
（
け
っ
て
き
ほ
う
）
を
着
け

る
の
で
す
。 

手
水
を
す
ま
せ
、
宮
司
以
下
神
職
が
並

ん
で
、
ご
社
殿
ま
で
進
む
、
い
わ
ゆ
る
、
列
立
（
れ
つ

り
ゅ
う
）
参
進
（
さ
ん
し
ん
）
ま
で
、
残
り
十
分
、
お

よ
そ
九
分
で
着
装
を
完
了
し
ま
し
た
。 

参
進
が
始
ま

る
と
、
な
ん
と
、
小
雪
が
ち
ら
つ
き
は
じ
め
る
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
か
。 

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
暦
の
上
で
は
、 

     

立
春
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
旧
暦
で
は
、
一
月
の
下
旬

で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
新
暦
と
旧
暦
の
ミ
ス
マ
ッ
チ

を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
、
祈
年
祭
で
し
た
。 

 

◇
中
国
の
最
古
の
王
朝
で
あ
っ
た
「
夏
（
か
）」
と
い
う

国
で
は
、
一
年
の
「
年
」
の
こ
と
を
「
載
（
さ
い
）」
と

称
し
て
い
ま
し
た
。 

次
の
王
朝
で
あ
る
「
商
」
と
い

う
国
は
、「「
祀
（
し
）」
と
、
称
し
ま
し
た
。 

実
は
、

商
と
い
う
国
は
、
占
い
や
神
事
を
重
ん
じ
る
国
家
で
あ

り
、
戦
場
に
赴
く
軍
隊
の
先
頭
に
も
「
巫
女
（
ふ
じ
ょ
）」

と
い
う
不
思
議
な
霊
力
を
持
っ
た
女
性
を
配
し
、
災
厄

（
さ
い
や
く
）
を
清
め
な
が
ら
行
進
し
た
そ
う
で
す
。 

お
よ
そ
紀
元
前
千
年
の
周
王
朝
か
ら
、「
年
」
が
、
使
わ

れ
た
よ
う
で
す
。 

私
ど
も
は
、
神
様
か
ら
命
を
頂
い

て
、「
戴
（
さ
い
）」、
日
々
、
月
々
、
そ
の
歳
月
の
歩
み

が
、
ま
さ
に
、
祭
事
で
あ
る
「
祀
、
祭
祀
」
と
共
に
あ

っ
た
の
で
す
。 

過
日
斎
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
春
の

祈
年
祭
に
始
ま
り
、
秋
の
稔
り
を
祝
い
感
謝
す
る
大
祭

で
あ
る
「
新
嘗
祭
（
に
い
な
め
さ
い
）」
を
目
標
に
、
年

間
を
通
じ
て
多
く
の
「
祭
」
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。 

祈

り
、
感
謝
、
そ
し
て
御
加
護
を
頂
く
、
そ
の
一
つ
の
サ

イ
ク
ル
が
、
ま
さ
に
、「
一
年
」
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
実
は
、「
年
」
は
、「
稲
、
お
米
」

の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
稲
の
豊
作
、
さ
ら
に
、

五
穀
豊
穣
（
ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う
）、「
稔
（
み
の
り
）」

を
祈
る
の
で
す
。 

「
稔
」
も
「
ね
ん
」
と
読
み
ま
す

か
ら
、
こ
の
「
祈
年
祭
、
と
し
ご
い
の
ま
つ
り
」
は
、

と
て
も
大
事
な
神
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

宮
司
を
兼

ね
て
い
る
六
連
島
八
幡
宮
、
さ
す
が
に
渡
船
（
と
せ
ん
）

を
利
用
し
ま
す
の
で
、
正
服
は
、
持
参
で
き
ま
せ
ん
が
、

田
の
首
八
幡
宮
は
、
正
服
を
着
装
し
、
厳
か
に
斎
行
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

◇
新
型
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
「
肺
炎
」
が
拡
（
ひ

ろ
）
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
古

（
い
に
し
え
）
の
人
々
が
恐
れ
た
「
は
や
り
病
（
や
ま

い
）」「
疫
病
（
え
き
び
ょ
う
）」
で
あ
り
ま
す
。 

今
か

ら
お
よ
そ
二
千
二
百
年
前
、
崇
神
天
皇
（
す
じ
ん
て
ん

の
う
）
さ
ま
は
、
国
内
に
蔓
延
（
ま
ん
え
ん
）
す
る
疫

病
を
防
ぐ
た
め
に
、
手
水
鉢
（
ち
ょ
う
ず
ば
ち
）
を
設

け
て
、
手
洗
い
う
が
い
の
励
行
（
れ
い
こ
う
）
を
、
お

命
じ
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

所
説
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
が
、
神
社
の
手
水
舎
（
て
み
ず
し
ゃ
）
の
起
源
（
き

げ
ん
）
な
の
だ
そ
う
で
す
。 

神
社
神
道
は
、「
祓
（
は

ら
い
）
を
」
大
事
に
す
る
宗
教
で
す
。
そ
の
手
水
と
い

う
行
事
は
、「
禊
（
み
そ
ぎ
）」、
身
を
削
（
そ
）
ぐ
思
い

を
し
て
罪
汚
（
つ
み
け
が
）
れ
を
祓
う
、
そ
の
簡
略
化

さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。 

特
に
、「
外
清
浄
内
清

浄
（
げ
し
ょ
う
じ
ょ
う
な
い
し
ょ
う
じ
ょ
）」
を
大
切
に

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

外
清
浄
は
、
過
去
と
今
を
祓

ひ
、
内
清
浄
は
、
未
来
を
清
め
ま
す
。 

夕
べ
に
心
静
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か
に
、
謙
虚
に
一
日
を
振
り
返
り
感
謝
を
捧
げ
る
、「
夕

べ
に
感
謝
」
で
す
。 

実
は
、「
罪
」
と
は
、「
自
己
中

心
主
義
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
わ
が
ま
ま
な
気
持
ち
」
で
す

か
ら
、
謙
虚
に
ふ
り
か
え
る
こ
と
で
、
感
謝
の
気
持
ち

に
か
わ
り
、「
外
清
浄
」
と
な
る
の
で
す
。 

そ
し
て
、

朝
に
祈
り
で
あ
り
ま
し
て
、
「
前
向
き
に
人
生
を
楽
し

む
」
と
い
う
神
社
神
道
の
信
仰
の
柱
で
も
っ
て
、
神
様

と
お
約
束
を
す
る
、
お
誓
い
を
す
る
の
で
す
。 

「
汚

れ
」
は
、「
気
が
枯
れ
る
」
こ
と
で
す
か
ら
、
神
様
と
の

お
誓
い
、
お
約
束
を
破
ら
な
い
よ
う
、
気
が
枯
れ
な
い

よ
う
生
活
す
る
、
こ
れ
が
、「
内
清
浄
」
で
す
。 

「
外

清
浄
内
清
浄
」
の
敬
神
生
活
と
、
身
を
削
ぐ
思
い
の
簡

略
化
さ
れ
た
、「
手
水
、
手
洗
い
、
う
が
い
」
の
励
行
で
、

つ
つ
が
な
い
日
々
の
く
ら
し
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

◇
一
月
の
祭
典
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

 

▼
初
太
鼓 

＊
一
月
一
日
午
前
０
時 

 

▼
歳
旦
祭 

＊
一
月
一
日 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮 

＊
午
前
八
時
半 

 
 

◆
田
の
首
八
幡
宮 

＊
午
前
０
時
半 

 
 

◆
福
浦
金
刀
比
羅
宮 

＊
午
前
一
時 

 
 

◆
貴
布
禰
神
社 

＊
午
前
六
時
半 

 

▼
元
始
祭 

＊
一
月
三
日 

 

▼
会
社
関
係
新
年
安
全
祈
願
祭
参
拝 

＊
一
月
四
日
～
一
月
七
日 

 

▼
六
連
島
八
幡
宮
歳
旦
祭 

＊
一
月
十
二
日 

 

▼
田
の
首
八
幡
宮
ど
ん
ど
焼
き 

＊
一
月
十
二
日 

 

▼
彦
島
八
幡
宮
ど
ん
ど
焼
き 

＊
一
月
十
三
日 

 

▼
月
次
祭 

＊
一
月
十
五
日 

 

▼
海
上
自
衛
隊
補
給
艦
は
ま
な
参
拝
＊
一
月
十
四
日 

 

▼
海
上
自
衛
隊
ミ
サ
イ
ル
艇
参
拝 

 

 
 

＊
一
月
十
六
日 

▼
朝
粥
会 

＊
一
月
二
十
一
日 

▼
関
係
団
体
関
係 

 

◆
早
起
会
新
年
会 

＊
一
月
十
二
日 

 

◆
維
蘇
志
会
新
年
会 

＊
一
月
十
三
日 

▼
山
口
県
神
社
庁
関
係 

 

◆
山
口
県
神
社
総
代
会
役
員
会
＊
一
月
二
十
二
日 

 

◆
山
口
県
神
社
庁
顧
問
参
与
会
＊
一
月
二
十
二
日 

 

◆
山
口
県
神
社
庁
下
関
支
部
総
会 

 
 
 

＊
一
月
二
十
九
日 

 
▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 
 

◆
例
会 

＊
一
月
八
日
、
十
五
日
、
二
十
九
日 

 
 

◆
理
事
会 

＊
一
月
八
日 

 

▼
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー 

 
 

◆
集
合
教
誨
（
男
子
・
女
子
）
＊
一
月
二
十
七
日 

 

▼
下
関
木
鶏
ク
ラ
ブ
一
月
例
会 

 
 

＊
一
月
三
十
一
日 

 

▼
迫
町
自
治
会
役
員
会 

＊
一
月
十
六
日 

 

▼
下
関
中
央
倫
理
法
人
会
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー 

 
 

＊
一
月
九
日 

◇
二
月
の
祭
典
行
事
会
議
等
活
動
報
告
、
予
定 

 

▼
月
次
祭 

＊
二
月
一
日
、
十
五
日 

 

▼
貴
布
祢
神
社
月
次
祭 

＊
二
月
一
日 

 

▼
節
分
祭 

＊
二
月
三
日 

 

▼
福
浦
稲
荷
神
社
初
午
祭 

＊
二
月
九
日 

 

▼
祈
年
祭
（
き
ね
ん
さ
い
） 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮 

＊
二
月
十
七
日 

 
 

◆
六
連
島
八
幡
宮 

＊
二
月
二
十
五
日 

 
 

◆
田
の
首
八
幡
宮 

＊
二
月
二
十
七
日 

 

▼
朝
粥
会 

＊
二
月
二
十
一
日 

 

▼
横
浜
ベ
イ
ス
タ
ー
ズ
下
関
フ
ァ
ン
集
い
の
会
参

拝 

＊
二
月
二
十
二
日 

 

▼
関
係
団
体 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮
リ
ー
グ 

＊
二
月
一
日 

 
 

◆
神
道
会
世
話
人
会 

＊
二
月
十
五
日 

 
 

◆
責
任
役
員
常
任
総
代
会 

＊
二
月
十
九
日 

 
 

◆
維
蘇
志
会
役
員
会 

＊
二
月
二
十
六
日 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 
 

◆
例
会
、
理
事
会 

＊
二
月
五
日 

 
 

◆
市
内
五
Ｒ
Ｃ
合
同
例
会 

＊
二
月
二
十
六
日 

 

▼
学
校
関
係 

 
 

◆
あ
い
さ
つ
運
動 

＊
二
月
十
日 

 
 

◆
西
山
小
学
校
学
校
運
営
協
議
会 

 
 
 

＊
二
月
十
九
日 

 
 

◆
西
山
小
感
謝
の
集
い 

＊
二
月
二
十
一
日 

 

▼
自
治
会
関
係 

 
 

◆
迫
町
自
治
会
役
員
会 

＊
二
月
二
十
日 

 
 

◆
迫
町
自
治
会
役
員
研
修
旅
行 

 
 
 

＊
二
月
二
十
一
日
～
二
十
二
日 

 


